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【表紙】中増地区で栽培されるお茶「増茶」は、自然の恵みをたっぷり含ん
だ甘みの多い濃厚な味わいが特徴です。ほっと心を落ち着かせてくれる
お茶の時間を、みなさんも日常に取り入れてみませんか。

お
茶
の
時
間
に
し
ま
し
ょ
う
か



「避難勧告」を廃止「避難指示」に一本化

注意事項
◦�日ごろから、自宅や職場付近の災害の危険性についてハザードマップを見て確認し、いざというときの
避難場所と避難方法について家族で話し合っておきましょう。

◦�「避難」とは、必ずしも「避難所に行く」ことだけではありません。自宅が安全な場合は、自宅に留ま
ることも避難です。親戚や知人宅、近くの頑丈な建物などが安全な場合は、そちらへの避難も検討して
みましょう。

◦避難時に必要なものをすぐに持ち出せるよう防災バッグの準備をしておきましょう。

「避難指示」で
全員避難を徹底！

　災害対策基本法の改正に伴い、災害時に自治体が発令す
る「避難勧告」が廃止となり、「避難指示」に一本化されま
した。これは、逃げ遅れによる被災を防ぐため、住民への
呼びかけを分かりやすくすることを目的としたものです。

問 �町役場総務課�　☎ 0747-52-5501

警戒レベル５は、
すでに安全な避難ができず

命が危険な状況です。
警戒レベル５「緊急安全確保」の

発令を待ってはいけません。

５警戒レベル

避難勧告は廃止されました。
これからは、

警戒レベル４「避難指示」で
危険な場所から

全員避難しましょう。

４警戒レベル

避難に時間がかかる
高齢者や障がいのある人は、

警戒レベル３「高齢者避難」で
危険な場所から避難

しましょう。

３警戒レベル
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緊急地震速報の訓練を実施します
　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた緊
急地震速報の訓練放送を実施します。地震が起こっ
たときの避難場所や家族との連絡方法、身の安全
を確保するための避難行動を確認しましょう。
実施日時

　６月17日（木）　午前10時ごろ
訓練内容
　屋外拡声スピーカー（町内 77 ヶ所）および 13
の施設（小・中学校等）で緊急地震速報の訓練放送
が流れます。

放送内容
　～防災行政無線チャイム～
　「これは訓練放送です。」
　「緊急地震速報。大地震です。大地震です。　
　これは訓練放送です。」×３回
　～防災行政無線チャイム～

　緊急地震速報を見聞きしてから、強い揺れが起
こるまでの時間はごくわずかです。この短い時間
で、慌てずに身を守るための行動として何ができ
るか、日ごろから考えておくことが大切です。

防災情報のお知らせ

ナラ ･シェイクアウト訓練を実施
　ナラ・シェイクアウト訓練を実施します。自宅
や地域、職場などで日ごろの防災対策を確認する
きっかけとして、ぜひ参加してください。

実施日時　７月９日（金）　午前10時30分
※�　訓練開始の合図について、県からの情報発信
は行われません。地震防災訓練アプリなどを活
用してください。

地震時にあなたを守る「３つの行動」
１分間の安全確保行動

　シェイクアウト訓練とは、決められた時刻に
参加者全員が一斉に机の下に隠れるなど、身の
安全を図る行動を実践するというものです。

　参加者は、奈良県防災統括室ホー
ムページ（奈良県電子申請システム）
から参加登録をしてください。

▲�奈良県防災統括室
ページはこちら

防災備蓄用の生理用品を配布します
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響など
で生理用品の入手が難しい人を支援するため、町
の防災用備蓄の中から生理用ナプキンを無償で配
布します。
配布開始日

　６月４日（金）　午前９時から
　※　なくなり次第終了となります。
配布場所
　町役場�健康こども課�子育てサポートセンター
　（町役場２階）
配布数
　80セット（１セット８枚入り×３パック）
　※�　１家族につき原則1セットの配布とします。

配付方法
◦�子育てサポートセンターの窓口に設置している
専用カードを提示してください。本人証明等の
提示は必要ありません。

◦�中身の見えない紙袋に入れてお渡しします。エ
コバック等の手提げ袋を持参してください。　

　生理用品が必要で
あることを声に出さ
なくても結構です。
窓口に設置している
専用カードを職員に
提示してください。

▲専用カード
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令
和
３
年
第
２
回
臨
時
会
が
５
月

７
日（
金
）に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

臨
時
会
で
は
、
議
長
お
よ
び
副
議

長
の
改
選
が
行
わ
れ
、
議
長
に
長
谷

川
力
雄
議
員
、
副
議
長
に
山
本
勲
議

員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
各
常
任
委
員
会
、
議
会

運
営
委
員
会
の
委
員
の
選
任
な
ど
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
町
長
か
ら
専
決
処
分
の
承

認
１
件
、
人
事
案
件
１
件
が
提
出
さ

れ
、
各
議
案
に
つ
い
て
審
議
の
う
え

議
決
し
た
後
、
閉
会
し
ま
し
た
。

■�

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て（
半
島
振
興
対
策
実
施

地
域
指
定
等
に
係
る
町
税
の
特
別

措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
） 専

決
処
分
の
承
認

令
和
３
年
町
議
会

　
　

  
第
２
回
臨
時
会

議
会
だ
よ
り

議
　
決
　
事
　
項

議
長
・
副
議
長
　
就
任
の
あ
い
さ
つ

　

こ
の
度
、
議
員
の
皆
様
の
御
推
挙
に
よ

り
ま
し
て
１
０
０
年
の
歴
史
あ
る
本
町
の

議
長
に
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
浅
学
非
才
の

身
で
は
あ
り
ま
す
が
、
大
任
を
果
た
す
べ

く
努
力
を
い
た
す
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

十
人
十
色
、
12
人
の
本
町
議
会
議
員
は
、

様
々
な
視
点
で
町
民
の
皆
様
の
ご
意
見
を

町
政
に
反
映
す
る
べ
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

議
長
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
住
み
よ
い
町

に
と
い
う
町
民
の
皆
様
の
願
い
を
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
全
員
野
球
で
議
会
運
営
に

臨
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
が
今
だ
収
束
の
目
途
が
立
た

な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。
医
療
関
係
者
の

皆
様
の
ご
努
力
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
全
て

の
方
に
行
き
届
く
に
は
少
し
時
間
も
か
か

り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
対
策
を
喫
緊
の
課
題

と
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
お
誓
い
申
し
上

げ
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
は
町
の
財
政
が
厳
し
い
状

況
で
あ
っ
て
も
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に

活
用
し
、
地
域
振
興
の
た
め
必
要
な
方
策

を
し
っ
か
り
と
講
じ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
本
町
発
展
の
た

め
、
議
論
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で

今
後
と
も
皆
様
の
ご
指
導
と
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
令
和
３
年
町
議
会
第
２
回
臨

時
会
に
お
き
ま
し
て
、
副
議
長
を
お
受
け

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
就
任
に
あ
た

り
、
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
責
任
の
重
大

さ
を
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
は
企
業
活
動
や
町
民
の
皆
様
の
暮

ら
し
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
間
、
ウ
イ
ル
ス
と
の
闘
い
の
最
前
線

に
立
ち
続
け
る
医
療
や
介
護
の
現
場
の
皆

様
の
献
身
的
な
ご
努
力
に
深
い
敬
意
と
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
外
出

自
粛
を
は
じ
め
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
ご

町議会議長
長谷川　力雄

町議会副議長
　山本　　勲

　

議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
町
監

査
委
員
に
議
会
の
同
意
を
得
て
、
青

木
弘
行
議
員
が
令
和
３
年
５
月
７
日

付
け
で
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

町
監
査
委
員
の
選
任

町監査委員
　青木　弘行

協
力
い
た
だ
い
て
い
る
全
て
の
町
民
の
皆

様
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
町
で
は
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減

少
に
伴
い
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
農
産

業
の
振
興
な
ど
重
要
な
課
題
が
山
積
し
て

お
り
、
町
議
会
の
担
う
役
割
も
よ
り
大
き

な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た

中
、
町
民
の
皆
様
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

町
づ
く
り
の
た
め
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
議
長
を
補
佐
し
つ
つ
親
し
ま
れ
信
頼

さ
れ
る
議
会
を
め
ざ
し
て
職
務
を
遂
行
す

る
覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆

様
に
は
変
わ
ら
ぬ
ご
指
導
・
ご
鞭べ

ん
た
つ撻
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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議
会
構
成
（
敬
称
略
）

議　
　

長　

長
谷
川
力
雄

副
議
長　

山
本　
　

勲

監
査
委
員　

青
木　

弘
行

総
務
建
設
産
業
委
員
会

委
員
長　

北　

マ
ユ
美

副
委
員
長　

辻
本　

眞
宏

委　
　

員　

岡
向　

正
道

　
　
　
　
　

田
仲　

康
剛

　
　
　
　
　

長
谷
川
力
雄

　
　
　
　
　

青
木　

弘
行

文
教
厚
生
委
員
会

委
員
長　

水
本　

昭
博

副
委
員
長　

保
田　

憲
治

委　
　

員　

鍵
本　

源
則

　
　
　
　
　

池
田
加
代
子

　
　
　
　
　

山
本　
　

勲

　
　
　
　
　

福
本　

知
則

議
会
運
営
委
員
会

委
員
長　

鍵
本　

源
則

副
委
員
長　

辻
本　

眞
宏

委　
　

員　

岡
向　

正
道

　
　
　
　
　

田
仲　

康
剛

　
　
　
　
　

北　

マ
ユ
美

　
　
　
　
　

水
本　

昭
博

消
防
委
員
会

委　
　

員　

田
仲　

康
剛

　
　
　
　
　

青
木　

弘
行

　
　
　
　
　

水
本　

昭
博

　
　
　
　
　

保
田　

憲
治

　
　
　
　
　

辻
本　

眞
宏

奈
良
県
広
域
消
防
組
合

議
会
議
員

議　
　

員　

水
本　

昭
博

さ
く
ら
広
域
環
境
衛
生

組
合
議
会
議
員

議　
　

員　

岡
向　

正
道

　
　
　
　
　

鍵
本　

源
則

南
和
広
域
医
療
企
業
団

議
会
議
員

議　
　

員　

北　

マ
ユ
美

 

南
和
広
域
衛
生
組
合

議
会
議
員

議　
　

員　

池
田
加
代
子

　
　
　
　
　

田
仲　

康
剛

　
　
　
　
　

長
谷
川
力
雄

　
　
　
　
　

山
本　
　

勲

　
　
　
　
　

辻
本　

眞
宏

　個人町民税（全期・第1期）の納期限は、６月

30日（水）です。納期内に納めましょう。
　コンビニでの納付のほか、４月からスマー
トフォンの決済アプリを利用して町税等が納
付できるようになりました。ただしバーコー
ドのないもの、汚れなどによりバーコードが
読みとれないもの、または納期限を過ぎたも
のは取り扱いできません。� � �
※�　口座振替を申し込みしている人は、納期
限の６月30日（水）に振り替えします。

税金は納期内に納めましょう01

　相続税や贈与税、所得税等のことについて
悩みごとはありませんか。近畿税理士会吉野
支部の税理士による無料税務相談を開催しま
す。相談を希望する人は、町役場税務課に電
話で申し込んでください。

日 �６月16日（水）　午後１時～午後４時
　�１人あたり 30分程度（先着４名）�
所 �町役場３階　302会議室
申込締切　６月 15日（火）　午後５時

無料税務相談（予約制）を実施します02

問 �町役場�税務課　☎0747-52-5511

税務課からのお知らせ

　ねんきんネットは、インターネットを通じて
24時間いつでもどこでも、パソコンやスマー
トフォンから自身の年金情報を手軽に確認で
きるサービスです。また、日本年金機構から郵
送された各種通知書の確認や再交付申請がで
きるなど、とても便利な機能があります。
※�　昭和 61年４月以前に年金受給権が発生し
た老齢年金受給者の人は利用できません。

「ねんきんネット」でできること　
◦�自身の年金記録の確認
◦�将来の年金見込額の確認
◦�電子版「ねんきん定期便」の閲覧
◦�日本年金機構から郵送された各種通知書の
確認や再交付申請

「ねんきんネット」に登録するには？
　「ねんきんネット」を利用するには、利用登
録（ユーザー ID の取得）が必要となります。利
用登録の際は、基礎年金番号とメールアドレス
を用意のうえ登録申請を行ってください。

問◦ねんきんネットに関する問い合わせ
　　☎ 0570-058-555（ナビダイヤル）
　◦町役場�人権住民保険課��☎ 0747-52-5538
　◦�大和高田年金事務所　☎ 0745-22-3531

年金のことなら
「ねんきんネット」
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▲計画のイメージ

問 �◦大淀病院跡地活用基本計画に関すること　町役場�企画財務課　☎ 0747-52-5517
　�◦町立認定こども園に関すること　町役場�健康こども課　☎ 0747-52-5523

旧
大
淀
病
院
の
解
体
工
事
に
着
手
し
ま
す

　

平
成
28
年
３
月
に
閉
院
し
た
旧
大

淀
病
院
施
設
お
よ
び
隣
接
の
職
員
宿

舎
の
解
体
が
決
定
し
、
今
年
６
月
か

ら
解
体
工
事
に
着
手
し
ま
す
。
解
体

工
事
の
期
間
は
、
令
和
３
年
６
月
か

ら
令
和
４
年
３
月
ま
で
の
予
定
で

す
。
期
間
中
は
、
近
隣
住
民
お
よ
び

付
近
の
道
路
通
行
者
の
み
な
さ
ん
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

旧
大
淀
病
院
跡
地
の
活
用
に
つ
い

て
は
、
平
成
30
年
３
月
に
町
保
健
セ

ン
タ
ー
を
中
心
と
し
た
整
備
計
画
で

あ
る
「
大
淀
病
院
跡
地
活
用
基
本
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
が
、
町
財
政

状
況
等
を
考
慮
し
た
計
画
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
。

　

見
直
し
後
の
基
本
計
画
に
お
い
て

は
、
町
保
健
セ
ン
タ
ー
は
町
役
場
３

階
に
配
置
す
る
こ
と
と
し
、
近
年
の

児
童
数
の
減
少
や
施
設
の
老
朽
化
を

ふ
ま
え
、
町
立
の
２
つ
の
幼
稚
園
お

よ
び
町
立
の
２
つ
の
保
育
所
を
１
つ

に
集
約
し
、
町
立
認
定
こ
ど
も
園
を

中
心
と
し
た
計
画
と
し
て
い
ま
す
。

●町立の認定こども園整備を中心とした計画

　➡�町立の幼稚園および保育所を１箇所に集約

●まちの賑わいづくりのためのエリア計画

　◦地域活性化エリア（町民向け）

　◦民間企業の誘致エリア

　◦奈良県の出先機関の集約エリア

　➡公共施設の集約化と生活利便性施設の誘致

　　により、人が集まる拠点整備

●町保健センターは町役場３階に配置

大淀病院跡地活用基本計画（見直し後）

大淀西部幼稚園

大淀東部幼稚園

第一保育所

あおぞら保育所

地域子育て支援拠点
（地域子育て支援センター）

➡現在は民間に委託

病後児保育室
➡現在は民間に委託

療育教室
➡施設老朽化

巡回支援専門員整備事業
➡令和３年度からの新規事業

再 編

　整備を予定している新しい町立認定こども園については、町立幼稚園および保育所の特性
や長所を継承したうえで、より良い教育・保育を提供できる体制を整え、子ども達が健やか
に育つ環境を確保します。

町立認定こども園への再編イメージ

直営化のうえ
認定こども園内で実施

施設整備のうえ
認定こども園内で実施

町
立
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園

（
令
和
７
年
度
の
開
園
を
め
ざ
す
）

町立幼稚園

町立保育所
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特
定
健
康
診
査
受
診
券
を
左
記
の
対
象

者
に
送
付
し
ま
す
。
生
活
習
慣
病
な
ど
を

発
症
し
て
い
な
い
か
、
発
症
し
て
い
る
場

合
は
ど
の
程
度
な
の
か
を
知
る
た
め
の
健

康
診
査
で
す
。ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
診
券
発
送
時
期　

６
月
中
旬

対
象
者　

�

町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
40
歳
～
74
歳
の
人

受
診
期
間

　

受
診
券
到
着
後
～
令
和
４
年
２
月
28
日

受
診
費
用　

無
料

受
診
方
法　

①
②
の
ど
ち
ら
か
一
方

�

①
個
別
健
診（
実
施
医
療
機
関
）

②
集
団
健
診（
町
役
場
２
階
）

※�　

詳
し
く
は
、
受
診
券
に
同
封
し
て
い

る
案
内
文
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
発
送
時
期
を
変
更
す
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

問��

町
役
場�

人
権
住
民
保
険
課　

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
２
８

　

高
齢
者
の
健
康
寿
命
の
延
伸
を
目
的
と

し
た「
お
口
の
健
康
診
査
」口
腔
健
診
を
実

施
し
ま
す
。

受
診
券
発
送
時
期　

５
月
下
旬

対
象
者　

�

75
歳
・
80
歳
・
85
歳（
令
和
３
年

４
月
１
日
現
在
）の
奈
良
県
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

受
診
期
間　

６
月
１
日
～
11
月
30
日

受
診
費
用　

無
料

実
施
機
関

　

�

一
般
社
団
法
人
奈
良
県
歯
科
医
師
会
に

属
す
る
奈
良
県
内
の
歯
科
医
療
機
関

町
内
で
健
診
で
き
る
歯
科
医
療
機
関

　

�

尾
上
歯
科
医
院
、
医
療
法
人
う
え
む
ら

歯
科
医
院
、
今
西
歯
科
医
院
、
今
元
歯

科
、
岡
下
歯
科
医
院

※�　

こ
の
他
、
県
内
の
実
施
歯
科
医
療
機

関
で
も
受
診
が
で
き
ま
す
。

申
込
方
法

　

実
施
歯
科
医
療
機
関
へ
事
前
に
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。
受
診
当
日
は
、
受
診
券
と

被
保
険
者
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
受
診
券
を
発
送
し
ま
す

問��

奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

☎
０
７
４
４-

29-

８
４
３
０

「
お
口
の
健
康
診
査
」口
腔
健
診
を
実
施
し
ま
す

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
生
活
支
援
と
し

て
、
低
所
得
の
ひ
と
り
親
子
育
て
世
帯
に

対
し
て
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、
次
の
対
象

者
の
う
ち
、
②
③
に
該
当
す
る
人
は
申
請

が
必
要
で
す
。

支
給
額　

児
童
1
人
当
た
り
一
律
５
万
円

対
象
者　

①�

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
る
人

②�

公
的
年
金
給
付
等
を
受
け
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
人（
支
給
限
度
額
を
下
回

る
場
合
の
み
対
象
）

③�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収
入

が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
人

　

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
人
は
、
毎
年

６
月
中
に
児
童
手
当
現
況
届
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
届
は
、
毎
年
６

月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
児
童
手
当
を
引

き
続
き
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
の

状
況
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

な
お
、
５
月
に
新
規
で「
児
童
手
当
認

定
請
求
書
」を
提
出
し
た
人
は
、
現
況
届

を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
況
届
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
…

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
受
給

資
格
が
あ
っ
て
も
６
月
以
降
の
手
当
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
年
４
月
末
ま
で
に
認
定
請
求

手
続
き
を
し
て
、
新
た
に
手
当
を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
た
人
も
現
況
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※�　

児
童
手
当
の
受
給
に
は
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。
課
税
状
況
を
確
認
す
る
た

め
、
本
年
１
月
１
日
現
在
で
本
町
に
住

所
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
人
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

問��
町
役
場�

健
康
こ
ど
も
課　

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
２
３

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
）の
ご
案
内

問��

町
役
場�

健
康
こ
ど
も
課　

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
２
３

「
児
童
手
当
」現
況
届
の
提
出
時
期
で
す
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対　　　象　　　者

居　　住　　費　　等 食　　　費

ユニット型
個　　　室

ユニット型
個　室　的
多　床　室

従 来 型
個　　室 多 床 室 施　設

サービス
短期入所
サービス

第
1
段
階

◦�本人および世帯全員が住民税非

課税で、老齢福祉年金の受給者
◦生活保護の受給者

820円 490円 490円
（320円） 0円 300円 300円

第
2
段
階

本人および世帯全員が住民税非課
税で、合計所得金額＋年金収入額
が80万円以下の人

820円 490円 490円
（420円） 370円 390円

390円
令和３年
８月から
600円

第
3
段
階

【令和３年７月まで】
本人および世帯全員が住民税非課
税で、上記第２段階以外の人

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 650円 650円

【
令
和
３
年
８
月
か
ら
】

第
３
段
階
①

本人および世帯全
員が住民税非課税
で、合計所得金額
＋年金収入額が
80万円超120万円
以下の人

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 650円 1,000円

第
３
段
階
②

本人および世帯全
員が住民税非課税
で、合計所得金額
＋年金収入額が
120万円超の人

1,310円 1,310円 1,310円
（820円） 370円 1,360円 1,300円

　介護保険負担限度額認定制度とは、介護保険施設やショートステイを利用する場合、一定の基準
を満たす人の食費・部屋代を負担軽減する制度です。介護保険負担限度額認定証は、毎年７月31日
が期限のため、８月以降も利用を希望する場合は更新申請が必要です。現在、認定証の交付を受け
ている人には、６月下旬に更新案内を送付する予定です。

※　介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額です。

　負担限度額の対象要件に当てはまっていても、次の　　�のいずれかに該当する場合は軽減の対象
になりません。
　住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税である場合
　�住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金などが単身1,000万円、夫婦
2,000万円を超える場合

※　　については、令和３年８月から基準が利用者負担段階別になります。
◦第1段階　　預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
◦第2段階　　預貯金などが単身　650万円、夫婦1,650万円を超える場合
◦第3段階①　預貯金などが単身　550万円、夫婦1,550万円を超える場合
◦第3段階②　預貯金などが単身　500万円、夫婦1,500万円を超える場合

問 �町役場�福祉介護課
　�☎ 0747-52-5530

介 保 険護
●　 ●　 ●　 ●�

●　 ●　 ●　 ●�

教       え       て       ！

な       る       ほ       ど
だより 介護保険負担限度額認定制度の

基準等が一部変わります

制度の変更点 　令和３年８月からは、負担限度額の第３段階の細分化と食費の変更、受給要
件の預貯金額などが細分化されます。

■1
■2

■2

■2■1
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　マイナンバー（個人番号）カードを使用して、全国のコンビニエンスストア等にあるキオスク端末
（マルチコピー機）から、簡単に証明書を取得いただけます。
　夜間や土・日曜日、祝日の役場閉庁時にも利用できます。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止
するためにも証明書のコンビニ交付サービスを利用していただき、町役場窓口の混雑緩和にご協力を
お願いします。

住民票の写し・印鑑登録証明書の取得は
　　　　コンビニ交付が便利です

新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止のためにもご協力ください

\　　　　　  　/

簡単！便利！

問 �町役場�人権住民保険課　☎0747-52-5538

コンビニ交付サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です

　町役場窓口での申請の場合、顔写真
を無料で撮影することもできます。ま
た、個人番号カード交付申請書をお持
ちでない人には、町役場窓口で再交付
します。

※�　令和２年５月25日に通知カードの
制度が廃止されているため、それ以
降に初めて国内で住民登録した人に
は通知カードはありません。

取得できる証明書 交付手数料 取得可能時間 対象コンビニ

住民票の写し

300円
（窓口交付と同額）

午前６時30分
～午後11時
※�　年末年始（12月
29日～１月３日）
とメンテナンス日
を除きます。

●ローソン
●ファミリーマート
●セブンイレブン
●ミニストップ
●イオン　他
※��　キオスク端末を設置して
　いないなど、一部利用でき
　ない店舗があります。

印鑑登録証明書
（印鑑登録をしている人のみ）

各種証明書がコンビニ等で取得できます！

◦マイナンバー通知カード
◦�個人番号カード交付申請書
◦�顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝、６か月
以内に撮影したもの）

◦�身分証明書（運転免許証などの公的機
関が発行する顔写真付きの証明書）

　マイナンバー（個人番号）カードの交付申請は、オンラ
イン申請と町役場窓口での申請があります。町役場窓口
での申請の場合は、下記のものを持参してください。

9



TOWN NEWS

　稲葉長保さん（矢走）が、第36回危険業務従事者叙
勲で瑞宝単光章（警察功労）を受章されました。
　稲葉さんは38年にわたって警察業務に励まれまし
た。主には刑事部門の鑑識業務に従事され、さまざま
な事件の解決に貢献されました。
　受章に際し、「このような章をいただき大変驚いてお
ります。これまで支えてくださったみなさんに感謝の
気持ちを伝えたいです。」と話されました。

瑞宝単光章（警察功労）を受章　稲葉 長保さん

▲受章された稲葉さん

　北村正良さん（土田）が、第36回危険業務従事者叙
勲で瑞宝単光章（警察功労）を受章されました。
　北村さんは35年にわたって警察業務に励まれまし
た。主には生活安全部門の風俗・少年犯罪などの取り
締まりに従事され、少年の健全育成に貢献されました。
　受章に際し、「この受章は支えてくださったみなさん
のおかげです。今後の大淀町の発展と地域住民の安全
を願っています。」と話されました。

瑞宝単光章（警察功労）を受章　北村 正良さん

▲受章された北村さん

善 意 銀 行 だ よ り

　

　４月 16日（金）、吉村英雄さん（桧垣本）が町善
意銀行に車いす２台を寄贈され、岡下町長（善意
銀行頭取）から感謝状が贈られました。吉村さん
は、退職後 24 年間にわたり、述べ 37 台の車い
すを寄贈されました。
　福祉施策の充実を願って今回寄贈された２台の
車いすは、町善意銀行で貸し出しを行っています。

問 �町社会福祉協議会　☎ 0747-52-1941

聖徳太子ゆかりの比曽寺と古代山林寺院を語る　歴史講座を開講

　5月16日（日）、町文化会館で古代建築を専門として
いる箱崎和久さん（奈良文化財研究所）を講師に迎え、
歴史講座「比曽寺と古代山林寺院」（共催NHK）が開催
されました。
　箱崎さんは、古代の比曽寺（現在の本町比曽・世尊寺）
の歴史や古代山林寺院の特徴などを解説しながら、聖
徳太子のゆかりの地にまつわる古代の魅力について
語っていました。約40人の参加者は、最後まで熱心
に耳をかたむけていました。

▲講座の様子

▲車いすを寄贈された吉村さん
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　４月11日（日）、町スポーツ少年団春季軟式野球大
会が、大淀旭ヶ丘運動場で開催されました。
　町スポーツ少年団から３チーム（桜ヶ丘 BB・花吉
野・中西増）と吉野町スポーツ少年団から１チームの
計４チームが参加し、白熱した試合を繰り広げました。
熱戦の結果、吉野スポーツ少年団が優勝を飾りました。

【大会結果】
　優　勝　吉野スポーツ少年団（吉野町）
　準優勝　花吉野スポーツ少年団

青空のもと白熱の試合を展開　町スポーツ少年団春季軟式野球大会

日ごろの練習成果を発揮　町スポーツ少年団新人バレーボール大会

　４月 18日（日）、町スポーツ少年団新人バレーボー
ル大会が吉野運動公園総合体育館で開催されました。
　この大会には、町スポーツ少年団から２チーム（中
西増 Jr・北野）と町外から４チームの計６チームが参
加し、大会をとおして地域間の交流と親睦を深めまし
た。熱戦の結果、畝傍スポーツ少年団（橿原市）が優勝
を飾りました。

【大会結果】
　優　勝　畝傍スポーツ少年団（橿原市）
　準優勝　北野スポーツ少年団
　第 3 位　吉野国栖スポーツ少年団（吉野町）

▲�野球大会の様子

▲�バレーボール大会の様子

KatherineTeresa

　今月紹介するのは、父の日にピッタリのフレ
ーズ「dad�joke（親父ギャグ）」です。dad は
father よりも親しみを感じさせる「お父さん」
の呼び方で、一般的に父親を呼ぶときに使われ
ます。「dad�joke」は名詞なので、「親父ギャ
グを言う」と言いたいときは、「tell�（伝える）」
を使いましょう。
Examples（例）
◦ �A� lot�of�young�people� think� that� "dad 

jokes" are�lame.
　�多くの若者は、親父ギャグがくだらないと思
ってます。

◦ �Even�if�my�father�often�tells�"dad jokes",�
I�love�him.

　�父は親父ギャグをよく言うけれど、そんな彼
が好きです。

27 地域おこし協力隊通信

まちの保健室出張場所を募集中！
　出張まちの保健室は町内各地に出向いて開催し
ています。「ここで開いてほしい」など出張場所の希
望のある場合や事業協力（スペースの提供等）いた
だける場合は、ぜひ声をかけてください。

問 �町役場�福祉介護課　☎0747-52-5530

出張まちの保健室のお知らせ

\ ６月の開催日のお知らせ /

今月のフレーズ
"dad joke"
親父ギャグ

Eng l i s h  L e s s on

　まちの保健室では、み
なさんの不安や悩みなど、
どんなことでも相談して
いただけます。「病院に行
くほどでもないけど話を
聞いてほしい」「介護で困
っている」など、気軽にお
話しください。
　コミュニティナース
　　　　　　吉

よ し だ

田�真
ま さ み

佐美

６月28日（月）　午後１時～午後３時
ゲストハウス大淀（住 �大淀町下渕201-1）で開催！
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●個別検診 　胃がん検診・子宮頸
けい

がん検診・乳がん検診は個別検診も実施しています。医療機関で個別に受診
するための受診票を発行しますので、詳しくは町保健センターへ問い合わせてください。

けんこうガイド 問 �町役場�健康こども課�（町保健センター）
　�☎0747-52-9403　

●麻しん風しん混合２期予防接種（予約制）  ※  ３日前までに予約してください。
実施日 受付時間 対　象 注意事項

６月18日（金） ①午前９時40分～午前10時50分
②午後１時10分～午後２時20分 就学前の年長児 転入した人は、以前に受けた予防接種

の種類・回数等を連絡してください。

●子どもの健康診査
内　容 実施日 受付時間 対象生年月日

３～４か月児健康診査
６月23日（水）

午後１時～午後４時
令和３年１月23日～令和３年３月23日

９～10か月児健康診査 令和２年７月23日～令和２年９月23日
３歳６か月児健康診査 ７月26日（月） 平成29年10月24日～平成30年１月26日

※�　乳幼児健診の受付時間などの詳細は、個別に通知します。

母子健康手帳等の交付について
母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は
町保健センターで交付しています。
妊婦のマイナンバーがわかるものを
持ってきてください。

健康相談　７月１日（木）
［乳幼児］午前９時30分～午前11時（要予約）
　�　　　����身体計測や、保健師・栄養士による健康・育児相談
［成　人］午後２時～午後４時
　　　　���尿検査、血圧測定、禁煙相談（要予約）、保健師や栄養

士による健康相談

母子保健

●子どもの教室・相談  ※   予約が必要な教室・相談は３日前までに予約してください。
健診内容 実施日 受付時間 定員 内容

産前・産後のセルフケア
教室（予約制）

６月10日（木） 午前10時～
午前11時30分

５組
対象：妊娠中・産後の
��������お母さん

ゆるりヨガ

６月28日（月） 腰痛・肩こり予防

モグモグ離乳食講座
７月２日（金）

①午前９時～
②午前10時30分～ 離乳食中期（２回食）の講座

午後１時 30分～３回食離乳食レッスン
（予約制） ５組 離乳食後期（３回食）の進め方

おっぱい・ミルク相談
（予約制） ７月13日（火） ①午前９時30分～

②午前10時30分～ 各回２組 授乳、離乳食、育児などの相談

マタニティクラス
（予約制） ６月27日（日） 午前９時30分

４組
対象：妊娠５か月以降
　　　の人とその家族

◦妊娠中の栄養について　　　
◦赤ちゃんとの生活について　
◦赤ちゃんの沐浴体験　など

成人保健
●集団検診（要予約・先着順）　�申し込み、検診の詳しい内容は町保健センターへ問い合わせてください。

健康診査・予防接種の料金は無料です。場所は町保健センターで行います。

予防接種の料金は無料です。場所は町保健センターで行います。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

大腸がん検診 ７月27日（火）
午前９時～午後３時 満40歳以上の町民

町保健センター
【満40～64歳】　200円
【満65歳以上】　100円

100人

乳がん検診
（視診・触診・問診・
乳房Ｘ線撮影）

令和４年２月26日ま
での毎週火・金曜日（祝
日・年末年始を除く）��
午後１時

満40歳以上の町民（女性）
※�　令和２年度に受診してい
ない人

南奈良総合医療センター
【満40～49歳】�1,000円
【満50～64歳】��900円
【満65歳以上】��200円

火曜日
4人

金曜日
3人

骨密度測定
（超音波測定）

７月７日（水）・８日（木）
①午前10時～正午
②午後１時～午後４時

満20歳以上の町民 町保健センター
無料

１時間ご
とに15人
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実施日 受付時間 対象

６月18日（金） ①午前９時40分～午前10時50分
②午後１時10分～午後２時20分

昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性（予防接
種は抗体検査の結果、陰性の人のみ）

● 41 歳～ 57 歳生まれの男性の風しん予防接種

歯周病疾患検診について

　今年度の歯周病疾患検診の対象者
（下表の満年齢に達する町民）に受診
票を送付しました。検診を受けて、
お口と歯の健康を見直しましょう。

年齢 生年月日
満40歳 昭和56年４月２日～昭和57年４月１日

満50歳 昭和46年４月２日～昭和47年４月１日

満60歳 昭和36年４月２日～昭和37年４月１日

満70歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日

新型コロナワクチン接種について

　65歳以上の人の新型コロナワクチンの
第２期予約開始日程については、本紙折り
込みチラシを確認してください。
※�　現在、高齢者以外の人へのワクチン供
給が未確定なため、クーポン券発送時期
および接種開始時期は未定です。

　詳細が決まり次第、町ホーム
　ページ等でお知らせします。

保健センターだより
　　問 �町保健センター
　�　　☎0747-52-9403

毎年６月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」
～おいしく食べて健康になろう！～

できることから始めよう！こんなことも「食育」につながります
◦家族や友人と楽しく食卓を囲む。
◦自分の食事をチェックし、栄養バランスに気をつける。
◦１日３食きちんと食べる習慣を身につける。
◦感謝の気持ちを込めて「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをする。
◦箸の正しい持ち方や、食器の正しい並べ方などのマナーを身につける。
◦野菜などを栽培したり、料理をする。
◦地元の食材や、安心・安全な食材を選ぶようにする。　　　など。

減塩の取り組み行っています
　町では、「大淀町食育推進計画（第２次）」に
基づいて、関係機関・団体で連携しながら減
塩についての啓発活動に取り組んでいます。
おいしい減塩給食メニューの提供や汁物の塩
分濃度測定実施、また町役場１階のロビーで
は減塩を呼びかけるパネル展示など、町全体
でさまざまな取り組みを行っています。

　私たちの身体は、毎日の食事からつくられています。「食べる」ということは一生続けて
いく大切なことです。自身の普段の食生活を振り返ってみませんか。一人ひとりが「食」に
関心を持つことが、よりよい食生活を送り健康になる秘訣です。

▲おいしい減塩給食メニュー��　　�　▲塩分濃度測定
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町立図書館から臨時休館のお知らせ
　休館期間：６月１日（火）～30日（水）

　町立図書館では６月中、図書館システム
の更新と図書特別整理のため臨時休館しま
す。この期間中は図書館の利用はできませ
ん。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほ
ど、よろしくお願いします。なお、休館中
の図書の返却は、返却ポストを利用してく
ださい。
　おはなし会および朗読会は右記の通り、
町文化会館ひだまりホールで行います。
問 �町立図書館　�☎ 0747-54-2120

●こどものためのおはなし会
　日６月12日（土）　午後２時30分～
　日６月20日（日）　午後３時～
●大人のための朗読会　響
　日６月27日（日）　午後２時～
◦「紫陽花」　著 /高樹のぶ子
◦「まだまだしたいことばかり」　著 /岸本葉子
◦「思いもうけて…」　著 /向田邦子　ほか
※�　新型コロナウイルス感染症の感染状況によ
り、中止・変更する可能性があります。

町
制
施
行
100
周
年
企
画
特
集

第６号

町
立
大
淀
病
院
の
あ
ゆ
み

　

平
成
22
年
、
南
和
地
域
の
医
療

体
制
に
お
い
て
、
医
師
や
看
護
師

の
不
足
や
経
営
状
態
な
ど
の
問
題

に
対
応
す
る
た
め
、
南
和
の
医
療

等
に
関
す
る
協
議
会
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
南
和
地
域
全

自
治
体
で
病
院
を
支
え
る
仕
組
み

が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
五
條
病
院
・
吉
野
病
院
・
大

淀
病
院
の
3
病
院
に
よ
る
病
院
機

能
の
再
編
が
行
わ
れ
、
南
奈
良
総

合
医
療
セ
ン
タ
ー
が
新
設
さ
れ
ま

し
た
。
新
セ
ン
タ
ー
の
開
院
に
伴

い
、
平
成
28
年
３
月
、
町
立
大
淀

病
院
は
閉
院
を
迎
え
ま
し
た
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新
セ
ン
タ
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現
在
、
南
和
地

域
の
中
核
病
院
と
し
て
、
救
急
医

療
や
災
害
医
療
、
へ
き
地
医
療
の

拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
大
淀
病
院
跡
地
で
は
、

町
立
認
定
こ
ど
も
園
の
整
備
等
、

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点

と
し
て
、
跡
地
整
備
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進
め
ら
れ

る
予
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で
す
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昭
和
27
年
ご
ろ
、
従
来
県
北
部

の
医
療
機
関
に
依
存
し
て
い
た
吉

野
郡
南
和
地
域
の
医
療
を
取
り
巻

く
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況
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改
善
す
る
た
め
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町
内

に
総
合
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院
の
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を
要
望
す
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声
が
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ま
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ま
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こ
れ
を
受
け
、
病
院
の
建
設
に

向
け
て
事
業
が
進
め
ら
れ
、
昭
和

30
年
２
月
、
町
立
大
淀
病
院
と
し

て
内
科
お
よ
び
外
科
を
設
置
し
た

病
床
数
30
床
の
本
館
を
開
院
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
産
婦
人
科
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耳

鼻
咽
喉
科
、
整
形
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科
、
眼
科
、

放
射
線
科
と

診
療
科
を
増

設
し
、
昭
和

45
年
に
は
総

合
病
院
と
し

て
承
認
さ
れ

る
に
至
り
ま

し
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。

　

病
棟
の
新
築
と
本
館
の
改
築
が

進
め
ら
れ
る
な
か
、
昭
和
34
年
に

は
伊
勢
湾
台
風
の
直
撃
に
よ
り
吉 ▲病院本館完成（昭和 44年 12月）

野
川
が
氾
濫
し
、
床
上
２
メ
ー
ト

ル
以
上
の
浸
水
被
害
を
受
け
ま
し

た
。
ま
た
、
昭
和
37
年
に
は
火
災

の
発
生
に
よ
り
本
館
が
焼
失
し
、

病
棟
を
一
時
閉
鎖
す
る
な
ど
多
大

な
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な

災
害
の
た

び
に
、
復

旧
に
向
け

て
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が

進
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ら
れ

ま
し
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平
成
に
入
る
と
、
町
の
人
口
増

加
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
伴
い
、

大
淀
病
院
で
も
Ｍ
Ｒ
Ｉ
や
Ｃ
Ｔ
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キ
ャ
ナ
ー
な
ど
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最
先
端
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療

機
器
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さ
れ
た
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か
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科
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皮
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科
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麻
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科
、
地
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医
療
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室
、
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ト
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煙
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来
、
精
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科
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な
ど
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者
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、
よ
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一
層
地
域
の
医

療
サ
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を
充
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さ
せ
て
い
き

ま
し
た
。

▲�伊勢湾台風による被害
　（昭和 34 年９月）
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しとしとと雨が降る日が続きますね。あじさいがきれいに色づく季節となりました。

　

カエルに興味津々の子どもたち。図鑑で調べて、カエルやお
たまじゃくしを制作して、ビオトープを再現しました。

町茶業組合長の上尾さんの茶畑で茶摘み・茶揉み体験をした
り、比曽川砂防公園で遊んだりと楽しい時間を過ごしました。

　大淀町地域子育て支援センターは、子育て中の保護者のリフレッシュや相談業務など、育児をサポートしています。

☆両園ともに園庭開放を行っています☆
毎週火曜日　午後２時～午後３時

　新型コロナウイルス感染症の感染状況
により、１学期間中はわくわくルームを
中止とさせていただきます。
　ご理解のほど、よろしくお願いします。

大淀東部幼稚園

子育てサークルちびっこランド

きてみて！幼稚園
ゆめのたねいっぱい

活動報告 わくわくルーム

☎0745-67-1766
住  大淀町今木779-4

seibu-you@town.oyodo.lg.jp

町立大淀西部幼稚園

　 　

☎0746-32-0264
住  大淀町中増61-2

toubu-you@town.oyodo.lg.jp

町立大淀東部幼稚園

　感染症予防のため、各活動につき親子10組程度の予約制で実施しています（活動によっては
２部制で実施の場合があります）。参加希望者は、電話で予約してください。また、参加前に
自宅での検温と体調チェック、入室前に手指消毒と保護者はマスクの着用をお願いします。

　 

活動時間　※　予約制・２部制
１部：午前10時～午前11時30分
２部：午後０時30分～午後２時

◦赤ちゃんクラス…毎週火曜日
　 ベビーマッサージ、季節の制作、ママの

ヨガ、産後エクササイズ、七夕遊びなど

◦ちびっこクラス…毎週月・水曜日
　 ワイワイたいむ、季節の制作、青空ひろば、

親子体操、七夕遊び、お話し会など

◦ママのクラス… ６月９日（水）
　育児で役立つグッズ紹介

自由開放（室内）　※　５組まで
　木・金曜日　午前10時～午後２時

屋外あそびの森開放
　月～金曜日　午前10時～午後２時

育児相談
　随時受付しています。希望者は、延明保
育園に申し込んでください。

　＊ 各日程の活動内容は、 Facebook か
　　ホームページを確認してください。
　＊ 感染症の感染拡大状況によって、活動が
　　変更または中止となる場合があります。

問  大淀町地域子育て支援センター
　 ☎0747-53-0377
 　住  大淀町桧垣本2096

大淀西部幼稚園
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対
し
て
、
補
助
金（
駆
除
に
要
し

た
費
用
の
３
分
の
１
で
上
限

７
０
０
０
円
）を
交
付
し
ま
す
の

で
、
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
町
役
場
環
境
整
備
課
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

　

補
助
金
は
先
着
順
で
す
。
補
助

枠
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
限
度
額

に
達
し
次
第
、
補
助
金
申
請
を
締

め
切
り
ま
す
。

駆
除
業
者
一
例

◦
森
本
養
蜂
場

　

☎
０
７
４
７-

34-

０
１
３
５

◦
株
式
会
社 
ケ
イ
メ
イ

　

☎
０
７
４
４-
23-

７
４
２
０

◦
有
限
会
社 

信
和
消
毒
サ
ー
ビ
ス

　

☎
０
７
４
４-

29-
９
２
０
０

◦
有
限
会
社 

東
洋
テ
ッ
ク　

　

☎
０
７
４
５-

65-

０
６
６
９

◦ 

オ
ー
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
サ
ー
ビ

ス
株
式
会
社
奈
良
営
業
所

　

☎
０
７
４
４-

48-

０
４
６
４

問  

町
役
場 

環
境
整
備
課

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
４
８

　

中
途
失
明
者
等
の
在
宅
の
重
度

視
覚
障
が
い
者
に
対
し
て
、
社
会

参
加
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
訓

練
等
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

訓
練
内
容

　

 

歩
行
訓
練
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
訓
練
、
日
常
生
活
動
作

訓
練 

、
パ
ソ
コ
ン
等
情
報
支

援
機
器
の
操
作
に
関
す
る
訓

練
、
そ
の
他
対
象
者
の
生
活
に

必
要
な
助
言
・
指
導

申
込
締
切　

６
月
25
日（
金
）

注
意
事
項

◦ 

希
望
者
が
予
定
人
数
を
上
回
っ

た
場
合
は
、
新
規
受
付
の
人
を

優
先
し
ま
す
。

◦ 

訓
練
を
受
け
る
た
め
の
経
費
負

担
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
教
材
等

の
実
費
に
つ
い
て
は
、
自
己
負

担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
問 

町
役
場 

福
祉
介
護
課

　
　

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
１
３

　

令
和
４
年
度
か
ら
使
用
さ
れ
る

中
学
校
歴
史
の
教
科
書
な
ど
を
左

記
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー（
分
館
）等

で
展
示
し
ま
す
。

日 

６
月
11
日（
金
）～
７
月
９
日（
金
）

　

   

平
日
の
午
前
９
時
～
各
学
校

お
よ
び
セ
ン
タ
ー
終
了
時
刻

所 

◦
吉
野
町
立
吉
野
小
学
校

 　

◦
川
上
村
立
川
上
中
学
校

　

 

◦
下
北
山
村
立
下
北
山
小
・
中
学
校

６
月
の
開
設
日
時

　

６
月
12
日（
土
）、
27
日（
日
）

７
月
の
開
設
日
時

　

７
月
10
日（
土
）、
25
日（
日
）

各
日
、
午
前
８
時
30
分
～
正
午

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

を
行
い
、
受
け
取
り
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
人
で
、
町
役
場
開
庁

時
間
内
に
来
ら
れ
な
い
人
に
、
休

日
臨
時
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。
予
約
は
受
け
取
り
希
望
日

直
前
の
金
曜
日
の
午
前
中
ま
で

に
、
町
役
場
人
権
住
民
保
険
課
ま

で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問  

町
役
場 

人
権
住
民
保
険
課

　

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
３
８

　

ハ
チ
の
巣
駆
除
は
、
巣
が
で
き

て
い
る
場
所
の
所
有
者
か
管
理
者

が
自
ら
の
責
任
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
駆
除
が
困
難
で
あ
る
と
判
断

し
た
場
合
は
、
専
門
の
駆
除
業
者

（
有
料
）に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
駆

除
業
者
へ
処
理
依
頼
を
し
た
人
に

ハ
チ
の
巣
駆
除
に
つ
い
て

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
臨
時
交
付
窓
口（
予
約
制
）

　外出自粛や休業等の状況下において、生活不安やストレス
による児童虐待やＤＶ被害の増加、深刻化が懸念されます。
　児童虐待や DV 被害に悩んでいる人、また子どもや女性の
周りで気づいたときはすぐに下記へ連絡をお願いします。

児童虐待に気づいたときや
ＤＶ被害に悩んでいる人は

まず相談を

児童虐待に関する問い合わせ DV 被害に関する問い合わせ

�DV 相談＋（プラス）☎0120-279-889

　　◦奈良県中央こども家庭相談センター
　　　☎0742-22-4083

� 児童相談所全国共通ダイヤル☎189
◦ 奈良県中央こども家庭相談センター
　☎0742-26-3788
◦ 奈良県高田こども家庭相談センター
　☎0745-22-6079
※ 　児童虐待等、緊急相談・通報は、県中央こど

も家庭相談センターで24時間受付しています。

DV 相 談 ＋（プ ラ ス）は
SNS やメールでも相談
可能です。　▶▶▶

問  町役場 健康こども課 子育てサポートセンター
　☎0747-52-6801

緊急時には
110番を！

教
科
書
展
示
会
開
催

中
途
失
明
者
等

生
活
訓
練
事
業
の
ご
案
内

問  町役場 人権住民保険課 人権施策推進室
☎0747-52-5542

相談者や内容に関する秘密は守られます
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症
の
感
染
状
況
に
よ
り
、
事
業

を
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 

町
役
場 

福
祉
介
護
課

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
３
０

　

町
立
第
一
保
育
所
で
は
、
送
迎
バ

ス
の
運
転
手
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
要
件

◦
70
歳
以
下
で
あ
る
こ
と

◦
大
型
自
動
車
免
許
取
得
者

◦ 

大
型
自
動
車
の
運
転
経
験
ま
た

は
大
型
バ
ス
の
運
転
経
験
が
あ

る
こ
と

◦
既
往
歴
の
な
い
こ
と

◦ 

大
淀
町
の
道
路
に
精
通
し
て
い

る
こ
と

勤
務
時
間

　
 

平
日
の
午
前
７
時
30
分
～
午
前

９
時
お
よ
び
午
後
３
時
30
分
～

午
後
４
時
30
分

※ 　

園
の
行
事
や
園
外
保
育
等
に

出
動
し
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ

り
ま
す（
別
途
手
当
支
給
あ
り
）。

給
与　

10
万
円（
月
額
）

賞
与　

10
万
円（
年
に
２
回
）

募
集
人
数　

１
人

※ 　

採
用
が
決
ま
り
次
第
、
募
集

を
締
め
切
り
ま
す
。

問  

町
役
場 

健
康
こ
ど
も
課

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
２
３

　

◦
十
津
川
村
立
十
津
川
第
一
小
学
校

　

◦
野
迫
川
村
山
村
振
興
セ
ン
タ
ー

問 
町
教
育
委
員
会 

学
務
課

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

１
５
２
２

　

令
和
３
年
８
月
に
入
居
分
の
公

営
住
宅
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
住
居

　

比
曽
第
三
町
営
住
宅（
２
戸
予
定
）

受
付
期
間

　

６
月
７
日（
月
）～
11
日（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

受
付
場
所

　

 

町
役
場 

人
権
住
民
保
険
課 

人

権
施
策
推
進
室

必
要
書
類

◦ 

入
居
申
込
書

◦ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド

◦ 

印
鑑
お
よ
び
運
転
免
許
証
な
ど

の
顔
写
真
付
き
証
明
書

◦ 

入
居
家
族
全
員
分
の
完
納
証
明
書

応
募
資
格

　

 

令
和
３
年
６
月
７
日
時
点
で
１

年
以
上
、
町
内
に
住
所
ま
た
は

勤
務
場 

所
を
有
す
る
こ
と

問   

町
役
場 

人
権
住
民
保
険
課 

人

権
施
策
推
進
室

　

 

☎
０
７
４
７-

52-

５
５
４
２

　

奈
良
県
で
は
、
高
齢
者
保
健
福

祉
月
間
事
業
の
一
環
と
し
て
奈
良

県
文
化
会
館
で
高
齢
者
美
術
展
を

開
催
し
ま
す
。

展
示
期
間

　
９
月
３
日（
金
）～
８
日（
水
） 

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※　

９
月
６
日（
月
）は
休
館
日

出
品
資
格
者

　

 

県
内
在
住
の
昭
和
38
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
ア
マ
チ
ュ
ア

出
品
部
門

　

 

日
本
画
、
洋
画
、
書
、
工
芸（
彫

塑
）、
手
芸
、
写
真
の
６
部
門

出
品
点
数

　

 

作
品
は
、
出
品
者
に
よ
り
創
作

さ
れ
た
も
の
で
、
１
部
門
に
つ

き
１
人
２
点
ま
で
と
し
、
未
発

表
の
も
の
に
限
る

出
品
手
数
料（
振
込
手
数
料
を
除
く
）

　

 

１
点
１
０
０
０
円

申
込
方
法

　

７
月
15
日（
木
）ま
で
に
町
役
場

福
祉
介
護
課
へ
申
込
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
、
町
役

場
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

※ 　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

公
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
　
集

奈
良
県
高
齢
者
美
術
展

出
展
作
品
を
募
集

送
迎
バ
ス
の
運
転
手
を
募
集

かたり調査にご注意ください
　「経済センサス‐活動調査」を装った不審な訪
問者や電話・電子メールなどに注意してくださ
い。調査員は必ず「調査員証」や「従事者用腕章」
を身に付けています。また、金品を請求するこ
とは絶対にありません。不審に思われた場合は、
速やかに町役場にお知らせください。

　現在、令和３年６月１日を基準日として「令和３年経済センサス‐活動調査」を実施しています。
この調査は、全国のすべての事業所および企業が対象です。統計調査員から調査依頼を受けた
対象事業所のみなさんは、調査への回答をよろしくお願いします。

令和３年経済センサス‐活動調査

※ 　どうしても調査票の回収が必要な場合は、調査員
もしくは町役場総務課へ問い合わせてください。

　パソコン、スマートフォン、
タブレットから24時間回答
できます。

回答は便利な
インターネットで

郵送提出でも
　回答可能です

　調査票を同封の提出用
封筒に入れて投函してく
ださい。

回答期間➡６月８日（火）まで

問  町役場 総務課 ☎0747-52-5501

調査票の記入は
お済みですか？

※　早めの回答をお願いします。なお、期間を過ぎても回答は受付けています。
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町健康づくりセンター
（ミズノウェルネス大淀）

①プロテインセミナーを開催
　令和元年12月20日に危険物の規制に関する
規則の一部を改正する省令（令和元年総務省令
第67号）が公布され、ガソリンを携行缶で購入
する際は、本人確認と使用目的の確認および販
売記録の作成が義務付けられました（令和２年
２月１日施行）。危険物による火災を防ぐため、
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
　また、消毒用エタノールの使用については、
引火しやすいため、火気の近くで使用しない等、
取り扱いに留意してください。

問  奈良県広域消防組合 大淀消防署
　 ☎0747-52-1199
※ 　県下（奈良市、生駒市を除く）の119番通報

は橿原市の通信指令課に繋がります。

　森永製菓のジムトレーナーがプロテインの効果
や正しい使用方法をセミナー形式で提案します。
日  ６月24日（木）
　 ①午前11時30分～ ②午後２時15分～（30分間）
定員　10人（先着・参加無料）
申込開始　６月17日（木）　午前10時～

　筋肉量・骨量・体脂肪量・体水分量を測定して、自
身の体のことを知ってみませんか ?
日  ６月18日（金）～25日（金）
料金　500円
申込開始　６月11日（金）　午前10時～
※ 　①②ともに参加申し込みは、電話か受付窓口

で申し込んでください。

問  町健康づくりセンター　☎0746-34-5501

危険物安全週間
「事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム」

（令和３年度危険物安全週間推進標語）

② BOCA 測定（体組成）

ど
ん
な
風
景
が
浮
か
び
上
が
る
か

は
当
日
の
お
楽
し
み
に
。

日 

７
月
３
日（
土
）

　

 

午
後
６
時
30
分
～
午
後
８
時
30
分

　

 

（
雨
天
の
場
合
は
中
止
）

所 

町
文
化
会
館
の
屋
外

※ 　

燈
花
器
は
各
自
、
水
に
浮
か

べ
ら
れ
る
容
器
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
ろ
う
そ
く
と
水
は
町

文
化
会
館
で
準
備
し
ま
す
。

【
七
夕
の
短
冊
に
願
い
を
込
め
て
】

　

町
文
化
会
館
に
七
夕
飾
り
を
設

置
し
ま
す
。
日
ご
ろ
の
思
い
や
願

い
を
短
冊
に
託
し
ま
せ
ん
か
。

日 

６
月
19
日（
土
）～
７
月
７
日（
水
）

　

 

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

 

※　

火
曜
日
は
休
館
日

所 

町
文
化
会
館
中
央
通
路

※ 　

町
文
化
会
館
で
行
う
イ
ベ
ン

ト
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
感
染
状
況
に
よ
り
中
止

と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問 
町
文
化
会
館

　

 
☎
０
７
４
７-

54-

２
１
１
０

受
験
資
格

① 

令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
で
、

高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学

校
を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
て
い

な
い
者
お
よ
び
令
和
４
年
３
月

ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準

ず
る
と
認
め
る
者

受
付
期
間

　

６
月
21
日（
月
）～
30
日（
水
）

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
ア
ド
レ

ス
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

HP http://w
w

w
.jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

試
験
日

◦
第
１
次
試
験
日

　
９
月
５
日（
日
）

◦
第
２
次
試
験
日

　

10
月
13
日（
水
）～
22
日（
金
）

合
格
者
発
表
日

◦
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日　

　

10
月
７
日（
木
）　

午
前
９
時

◦
最
終
合
格
者
発
表
日

　

11
月
16
日（
火
）　

午
前
９
時

※ 　

詳
し
く
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

◦
大
阪
国
税
局 

人
事
第
二
課

　
 

☎
０
６-

６
９
４
１-

５
３
３
１

　
 

◦
吉
野
税
務
署 

総
務
課

　

 
☎
０
７
４
６-

32-

３
３
８
５

【
あ
ら
か
し
燈
花
会
】

　

町
文
化
会
館
で
あ
ら
か
し
燈
花

会
を
開
催
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

思
い
を
込
め
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
燈

花
器
を
お
持
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

試
　
　
験

税
務
職
員
採
用
試
験
を
実
施

今年度の「差別をなくす町
民集会」の開催について
は、現在検討中です。
決まり次第、広報おおよ
ど等でお知らせします。
問  町役場 人権施策推進室
　 ☎ 0747-52-5542

イ
ベ
ン
ト

星
に
願
い
を 
思
い
よ
届
け
！

あ
ら
か
し
七
夕
イ
ベ
ン
ト

どなたでも
参加できます！
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相　談
●人権相談

●教育相談（要予約）

●心配ごと合同相談

　　

　日  平日午前９時～午後４時
　　 （土・日曜日、祝日を除く）
　所  大淀町役場
　問  大淀町役場人権施策推進室
　　 ☎ 0747-52-5542

　日  火～金曜日
　　 午前 10 時～午後４時
　所  大淀町適応指導教室
　問  大淀町適応指導教室
　　 ☎ 0746-34-5016

　日  毎月第２・第４水曜日
　　 午後１時～午後３時
　所  大淀町役場
　問  大淀町社会福祉協議会
　　 ☎ 0747-52-1941

●住宅増改築相談

●無料法律相談（要予約）

●消費生活相談
　日  毎週木曜日
　　 午後１時～午後４時
　所  川上村役場
　問  川上村役場住民課
　　 ☎ 0746-52-0111

●無料交通事故相談

●児童相談

　日  毎月第２火曜日
　　 午前 10 時～午後３時
　所  大淀町役場
　問  県安全・安心まちづくり推進課
　　 ☎ 0742-27-8731

　日  ７月９日（金）
　　 午前 10 時 30 分～午後４時
　所  下市町保健センター
　問  高田こども家庭相談センター
　　 ☎ 0745-22-6079

　 　 法テラス
　身近な法的トラブルについて
お気軽に問い合わせてください。
　問  法テラス奈良
　　☎ 050-3383-5450
　問  法テラス南和法律事務所
　　（下渕やすらぎビル内）
　　☎ 050-3383-0025

　住宅リフォームや増改築の
相談をお受けします。お気軽
にお問い合わせください。
問  県建築協同組合中吉野支部
　 ☎ 0747-52-9971

　日  ６月 16 日（水）
　　 午後１時～午後４時
　所  大淀町役場
　問  大淀町役場人権住民保険課
　　 ☎ 0747-52-5538

　日  ７月 16 日（金）
　　 午後１時～午後４時
　所  吉野町役場
　問  吉野町役場町民税務課
　　 ☎ 0746-32-3081

　日  ８月 16 日（月）
　　 午後１時～午後４時
　所  下市町役場
　問  下市町役場住民保険課
　　 ☎ 0747-52-0001

日時　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ問所日 申

町役場（代表） 0747-52-5501
上下水道部 0747-52-0137
教育委員会 0747-52-1522
中央公民館 0747-52-1524
保健センター 0747-52-9403
児童センター 0747-52-8319
桜ヶ丘総合センター 0747-52-5402
旭ヶ丘総合センター 0746-32-5189
杉本記念文化センター 0746-32-2489
平畑体育館 0747-52-6234
文化会館 0747-54-2110
図書館 0747-54-2120
南奈良総合医療センター 0747-54-5000
南和広域美化センター 0747-52-3253
社会福祉協議会 0747-52-1941
地域包括支援センター 0747-52-7760
大淀消防署 0747-52-1199
吉野警察署 0747-53-0110
道の駅吉野路大淀 i センター 0747-54-5361
健康づくりセンター 0746-34-5501
シルバー人材センター 0747-54-5522
高齢者ふれあい活動センター 0747-54-5533
パークゴルフ場 0745-67-0543

電 話 案 内

　

　４月中に30名の方から寄附をいただきました。

　みなさまの熱い想いを実現できるように、大切

に活用させていただきます。

　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

大淀町ふるさと応援寄附金

お詫びと訂正
　広報おおよど５月号 11 ページの「新たに選定されたおおよど
遺産」の名称の表記に誤りがありました。お詫びして訂正します。

【誤】№ 88　山の神と平成神社　【正】№ 88　山の神と平城神社

　メンタルチェックシステム「こころの体温計」を使用し
て、自分の心の状態を測ってみませんか？自身の健康状態
や人間関係、住環境などのストレス度について、水槽の中
で泳ぐ金魚など複数のキャラクターが登場し、ストレス度
や落ち込み度を表示します。「こころの体温計」は町ホー

ムページから利用できます。

問  町役場 健康こども課　☎ 0747-52-5523

こころの元気を測ってみませんか？
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広　告

広　告

広　告

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）
わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

このコーナーの「すまいる」の写真を
お待ちしています。申し込みは、町
役場企画政策課まで。

毎
月

1
回

1
日

発
行

編
集

・
発

行
　

大
淀

町
役

場
　

総
務

課
広

報
広

聴
係

／
奈

良
県

吉
野

郡
大

淀
町

桧
垣

本
2090番

地
／

☎
 0747�

5501　
FA

X
 0747�

4310／
http：

//w
w

w
.tow

n.oyodo.lg.jp

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

令和3年4月30日現在

●人　口	 16,936人（－41）
　　男	 8,124人（－ 9）
　　女	 8,821人（－32）
●世帯数										7,418（+	 1）
				　（　）内は前月との比較

（桧垣本）

パパ・ママからのコメント
お兄ちゃんに負けずたくましく、

おっきくなってね！

山
や ま さ

佐　善
ぜ ん た

汰くん
（令和３年２月10日生まれ）
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